
豊丘村では老人福祉法に基づく「市町村老人福祉計画」及び介護保険法に基づく「市町村介護保険事

業計画」を、高齢者の福祉及び介護に関する総合的な計画として３年に１回一体的に策定しています。 

次期計画期間（第９期）は令和６年度から令和８年度となっており、高齢者の健康づくり、社会参加、認

知症、介護状況、住居、権利擁護などの高齢者を取り巻く課題について、団塊の世代全員が 75 歳に到達

する 2025 年を迎え 85 歳人口が急増する 2040 年を見据えながら、豊丘村の実情に応じた高齢者の将来

像を定めそこに向かうための目標や施策を計画化いたしました。 

また、過去の介護保険の状況から向う 3 年間の介護サービス利用を推計し、標準保険料額を決定いた

しました。 

現状【令和 5 年（2023）年】 

①  総人口      6,596 人 

②  高齢者人口   2,188 人 

③  高齢化率     33.2% 

将来【令和 22 年（2040）年の見込】 

①  総人口      5,400 人 

②  高齢者人口   2,029 人 

③  高齢化率     37.6% 

 
 

豊丘村役場 健康福祉課   
 
 
 
  
 
 
  
   
 
 
 
 

☆豊丘村の人口構成 

     
※令和 2 年までは国勢調査（各年度 10 月 1 日） 令和 7 年からは国立社会保障・人口問題研究所の推計より（令和５年推計）  

※令和５年現状は住民基本台帳 令和５年４月１日現在           
 

☆高齢化率の見込み 

 
 
 
 
 

今後、生産年齢人口の減少に伴い高齢者を支える担い手が減少するなど高齢者を取り巻く社会状況は一層

厳しいものとなることが予想されます。そのような中で高齢者の健康づくり・介護サービスの充実・高齢者

を支える地域づくりなどを一体的に取り組むことで、地域共生社会の実現を図ります。また、サービスを必

要とする方に必要なサービスが提供され、将来世代への負担と給付に配慮した介護保険事業を運営します。 
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高齢者福祉計画・介護保険事業計画とは・・・ 

高齢者をめぐる現状と課題 

【豊丘村高齢者福祉計画・第 9 期介護保険事業計画を策定しました！】 



 

 

本計画では、高齢者が地域のつながりの中で自分らしく生活をしている姿を次のとおり掲げその

実現に向けて施策を展開していきます 

1 高齢者が、健康長寿に向けて介護予防・健康づくりの必要性を感じ、積極的に活動をしている。 

2 高齢者が、地域の中で自分の有する能力を発揮して役割をもって、活動をしている。 

3 高齢者が、介護が必要になっても住み慣れた地域や望む場所で安心して生活できるよう、医療・介護に

おける必要なサービスの提供が受けられている。 

4 高齢者が、自分の意思で選択ができ、人生の最期まで自分らしい生活を送ることができている。 

5 地域住民が、地域のつながりの中で世代を超えて支え合うことで自立した生活を送ることができている。 

 

将来像を実現するための基本目標を次のとおりとします。 

 

高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持ち、安心して暮らすことができる地域社会を目指し、近隣町村

との連携も視野に入れた「豊丘村地域包括ケアシステム」を構築する 

 

豊丘村高齢者福祉計画・第 9 期介護保険計画では次の 2 つの重点   

方針に添って施策を展開します。 
 
☆地域包括支援体制の充実 

高齢者が社会参加できる環境整備 

1.生きがいづくりと社会参加支援……公民館学習 高齢者クラブ 地区敬老会 通いの場 就労 

2.健康づくり・介護予防の推進……健診 介護予防 保健事業との一体的実施 リハビリ 

高齢者を支える地域包括支援体制の充実 
3.在宅医療・介護連携の推進……医療・介護サービスの把握 連携体制の構築 相談支援   
4.認知症施策の推進……サポーター・チームオレンジの推進 バリアフリー 初期集中支援チーム 
5.生活支援・介護予防サービスの基盤整備 の推進 …生活支援サービス 緊急通報装置 外出支援 
                        介護者の負担軽減 
6.地域包括支援センターの機能強化と地域 ケア会議の推進……地域ケア個別会議・推進会議の開催 
7.高齢者の住居に係る施策との連携……住宅改修補助 有料老人ホームの把握 賃貸住宅入居支援 

高齢者の権利擁護の推進 

8.高齢者の虐待防止……窓口広報 ネットワーク構築 相談支援 成年後見制度利用促進 
9.消費者被害の防止……相談窓口充実 広報 

☆介護保険サービスの適切な運営 
必要に応じて適切なサービを受けることができるようサービスの基盤整備を行うとともに、介護保険 

に対する理解を広め介護保険の健全な運営に努めます。 

需要と供給のバランスが取れた介護保険サービスの適切な運営 

10.介護保険サービスの適切な運営…介護保険適正化事業 適正なケアマネジメント 医療介護の

情報提供 人材育成 BCP 作成 感染防止対策 
11.介護保険サービス量の見込み 
12. 地域支援事業の見込み 
13. 第１号被保険者の介護保険料の見込み 

基本目標 

重点方針 

豊丘村が目指す 2040 年を見据えた中長期的な将来像 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

介護給付費は平成12年度(約2.5億円）と比べ、年々増加し令和４年度は約3.2倍（約7.9億円）となりました。近年

は大きな伸びは見込まれていませんが認定率とともに令和22（2040）年には給付費の上昇が予測されていま

す。 
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 介護保険が開始された平成 12（2000）年の認

定者数は 252 人（認定率 12.8%）でしたが、制

度の普及、高齢率の上昇、利用可能なサービス

の多様化等の影響によって令和 4（2023）年に

は 344 人（認定率 15.8%）に上昇しました。ま

た、要介護３以上の重傷者も多い状態です。 
今後も後期高齢者の増加によって認定者は微

増し、認定率は上昇することが予測されます。 

豊丘村の介護保険料  

豊丘村の人口及び認定率の推計や過去の給付実績、飯田下伊那の施設整備計画などを基に令和 6

年度から 8 年度の 1 号被保険者（65 歳以上の方）の保険料基準額を 5,950 円に決定しました。 

 

 

 介護保険給付費の負担割合 ★介護サービスにかかる費用の負担割合 

介護保険費用は、公費（国、県、村）（50％）と、65 歳以上の方及び、

40 歳～64 歳の方からの保険料収入（50％）で成り立っています。第 9 期

計画期間中の 65 歳以上の方の負担割合は 23%、40 歳～64 歳の方は 2

７%になります。 

★豊丘村の第９期介護保険料基準額 

第８期の給付実績、給付サービス費の見込み、保険料段階の増加な

などから、第８期と同額の 5,950 円となりました。しかし、第 10 期以降は２

号被保険者の減少や、認定者・給付費の増加によって上昇することが予

測されます。 

豊丘村介護保険認定者と給付費の推移 

介護保険開始【2000 年】 

① 認定者    252 人 

② 認定率    12.8% 

現状【2023 年】 

①  認定者   344 人 

②  認定率   15.8% 

将来【2040 年】 

①  認定者   379 人 

②  認定率   16.6% 

☆介護保険認定者の推移 

※平成 12 年度～平成 14 年度は豊丘村介護保険特別会計決算書  
※平成 15 年度～22 年度は長野県介護保険事業年報  
※平成 23 年度～豊丘村決算統計より 

☆介護保険サービス費の推移 



【令和６年度～令和８年度における所得段階と保険料】 
 

 
所得段階 

 
対象者 

基準額に 
対する割

合 

保険料

（円） 
上段：年額 
下段：月額 

 
第１段階 

生活保護受給者の方。 
または、老齢福祉年金受給者であり、世帯全員が住民税非課税の方。 

0.285 20,349 

世帯全員が住民税非課税の方で、 
前年の合計所得金額と、課税年金収入額の合計額が 80 万円以下。 

1,696 

 
第２段階 

世帯全員が住民税非課税の方で、 
前年の合計所得金額と、課税年金収入額の合計額が 80 万円を超え 120
万円以下。 

0.485 34,629 
2,886 

 
第３段階 

世帯全員が住民税非課税の方で、 
前年の合計所得金額と、課税年金収入額の合計額が 120 万円を超える。 

0.685 48,909 
4,076 

第４段階 本人が住民税非課税であり、世帯員に住民税課税者がいる方で、 
前年の合計所得金額と、課税年金収入額の合計額が 80 万円以下。 

0.90 64,260 
5,355 

第５段階 
【基準額】 

本人が住民税非課税であり、世帯員に住民税課税者がいる方で、 
前年の合計所得金額と、課税年金収入額の合計額が 80 万円を超える。 

1.00 71,400 
5,950 

第６段階 本人が住民税課税であり、 
前年の合計所得金額が 120 万円未満。 

1.30 92,820 
7,735 

第７段階 本人が住民税課税であり、 
前年の合計所得金額が 120 万円以上、210 万円未満。 

1.50 107,100 
8,925 

第８段階 本人が住民税課税であり、 
前年の合計所得金額が 210 万円以上、320 万円未満。 

1.70 121,380 
10,115 

第９段階 本人が住民税課税であり、 
前年の合計所得金額が 320 万円以上、420 万円未満。 

1.90 135,660 
11,305 

第 10 段階 本人が住民税課税であり、 
前年の合計所得金額が 420 万円以上、520 万円未満。 

2.00 142,800 
11,900 

第 11 段階 本人が住民税課税であり、 
前年の合計所得金額が 520 万円以上、620 万円未満。 

2.20 157,080 
13,090 

第 12 段階 本人が住民税課税であり、 
前年の合計所得金額が 620 万円以上、720 万円未満。 

2.40 171,360 
14,280 

第 13 段階 本人が住民税課税であり、 
前年の合計所得金額が 720 万円以上。 

2.60 185,640 
15,470 

 
 
 
 


